
１）統一的な基準による財務書類の公表について 

 
地方公共団体における財務書類の整備については，これまでも総務省（旧自治省）が示した

作成手法により，各自治体においてバランスシート（貸借対照表）の作成がなされてきました

が，平成 18 年５月に「新地方公会計制度研究会報告書」において，新たな基準モデル及び総務

省方式改訂モデルによる財務書類４表の作成手順が提示されました。 
これを受け，平成 18 年８月に「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」

（総務事務次官通知）により，発生主義の活用及び複式簿記の考え方の導入を図り，「貸借対照

表」，「行政コスト計算書」，「資金収支計算書」，「純資産変動計算書」の４表を標準形とし，地

方公共団体単体及び関連団体等も含めた連結ベースでの公会計の整備又は開示に取り組むこと

が要請されました。 
南九州市においては，「新地方公会計制度研究会報告書」で示された総務省方式改訂モデルを

用いた財務書類を平成 20 年度決算から平成 27 年度決算までは作成し，公表してきたところで

す。 
現在では，多くの地方公共団体が財務書類の作成・公表に取り組んでいますが，基準モデル

ほか総務省方式改訂モデルなど複数の作成方式があり，比較可能性の確保に課題があるほか，

多くの地方公共団体において既存の決算統計データを活用した簡便な作成方式である，総務省

方式改訂モデルが採用され，本格的な複式簿記の導入が進んでいない中，公共施設等のマネジ

メントにも資する固定資産台帳の整備が十分でないといった課題もありました。 
このため総務省において，平成 22 年９月から「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」

が開催されて議論が進められ，平成 26 年４月に，固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提

とした財務書類の作成に関する統一的な基準が同研究会報告書において示されました。  
また，平成 27 年１月には当該基準のより詳細な内容を記載した「統一的な基準による地方公

会計マニュアル」が公表され，当該基準による財務書類を原則として平成 27 年度から平成 29
年度までの３年間で全ての地方公共団体において作成し，予算編成等に積極的に活用するよう

総務省から地方公共団体に要請がされたところです。 
南九州市においては，平成 27 年度から平成 28 年度にかけて固定資産台帳の整備等を行い，

平成 28 年度決算より，統一的な基準による財務書類を作成し，公表しています。なお，「貸借

対照表」，「行政コスト計算書」，「資金収支計算書」，「純資産変動計算書」の４表に加えて，こ

れらの財務書類に関連する事項についての附属明細書及び作成にあたって説明する必要がある

情報を示した注記についても公表しています。 
 



２）財務書類４表について 

  財務書類には，「貸借対照表」，「行政コスト計算書」，「純資産変動計算書」，「資金収支計算書」

の４表があり，図１のような相互関係となっています。 
 

貸借対照表（BS） 
基準日時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内訳）

を表示したもの 
行政コスト計算書

（PL） 
一会計期間中の費用・収益の取引高を表示したもの 
→現金収支を伴わない減価償却費等も費用として計上 

純資産変動計算書

（NW） 
一会計期間中の純資産（及びその内部構成）の変動を表示したもの 

資 金 収 支 計 算 書

（CF） 
 一会計期間中の現金の受払いを３つの区分で表示したもの 

 
 
【図１】財務書類４表構成の相互関係 

資産 負債

純資産
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※２　貸借対照表の「純資産」の金額は，純資産変動計算書の本年度末残高と対応します。
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３）対象とする会計の範囲 

【一般会計等財務書類】 
一般会計 

 
【全体財務書類】 
一般会計，国民健康保険事業特別会計，後期高齢者医療特別会計，介護保険事業特別会計， 
水道事業会計 
※ 地方公営企業法の財務規定等が適用されていない地方公営企業会計のうち，当該規定等

の適用に向けた作業に着手しているもの（平成 29 年度末までに着手かつ集中取組期間内に当

該規定等を適用するものに限ります。）については，連結対象団体（会計）の対象外（農業集

落排水事業特別会計，公共下水道事業特別会計）としています。 
 
【連結財務書類】 
一般会計，国民健康保険事業特別会計，後期高齢者医療特別会計，介護保険事業特別会計， 
水道事業会計，鹿児島県市町村総合事務組合（退職手当事業，自治会館事業，消防補償等事

業，非常勤職員公務災害補償等事業，緊急医療事業，交通災害事業），鹿児島県後期高齢者医 

療広域連合（一般会計，後期高齢者医療特別会計），南薩介護保険事務組合，南薩地区衛生管

理組合，指宿広域市町村圏組合，指宿南九州消防組合，有限会社川辺やすらぎの郷，株式会

社頴娃観光開発公社 
※ 地方公営企業法の財務規定等が適用されていない地方公営企業会計のうち，当該規定等

の適用に向けた作業に着手しているもの（平成 29 年度末までに着手かつ集中取組期間内に当

該規定等を適用するものに限ります。）については，連結対象団体（会計）の対象外（農業集

落排水事業特別会計，公共下水道事業特別会計）としています。 
 
４）作成基準日 

  平成 30 年３月 31 日 
ただし，出納整理期間（平成 30 年４月 1 日～平成 30 年５月 31 日）の収支については，

基準日までに終了したものとして取り入れています。 
 


